
１．表⽰⽅法判断フローチャート［⼀般⽤加⼯⾷品］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下の加⼯⾷品に該当しますか︖ 
＜原料原産地表⽰の対象外＞ 

（ア）加⼯⾷品を設備を設けて飲⾷させる場合（外⾷） 
（イ）容器包装に⼊れずに販売する場合 
（ウ）原材料に占める重量割合上位１位の原材料の原産地の表⽰（伝達）が他法令によって 

義務付けられている場合 
ⅰ）「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律」（昭和 28 年法律７号）（ワインなど） 
ⅱ）「⽶穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律」 

（⽶トレーサビリティ法）（平成 21 年法律 26 号）（⽶加⼯品など） 
（エ）⾷品を製造し、⼜は加⼯した場所で販売する場合 
（オ）不特定⼜は多数の者に対して譲渡（販売を除く。）する場合 

＜原料原産地表⽰を省略できるもの＞ 
（カ）容器包装の表⽰可能⾯積がおおむね 30 ㎠以下の場合 

基準の別表 15 の 2〜6 に掲げる加⼯⾷品（農産物漬物、野菜冷凍⾷品、うなぎ加⼯品、
かつお削りぶし（かつおのふしを原材料とするものに限る）、おにぎり）ですか︖ 

⾃社で製造する⾷品（製品）が原料原産地表⽰の対象となる⾷品か確認しましょう。 

A1︓いいえ、国産の⽣鮮⾷品⼜は輸⼊⾷品（⽣鮮⾷品⼜は加⼯⾷品）です。 

A2︓はい、いずれか 
に該当する⾷品です。 

A3︓はい、 
「5 品⽬」です。 

原材料に占める重量割合上位１位の原材料は何ですか︖ 

その対象原材料は⽣鮮⾷品（⽣鮮原材料）ですか︖ 
それとも加⼯⾷品（加⼯原材料）ですか︖ 

国内で⽣産された⽣鮮⾷品や外国からの
輸⼊品（⽣鮮⾷品⼜は加⼯⾷品）をその
まま販売する場合は、原料原産地表⽰の
対象外です。 

原料原産地表⽰制度の対象外や表⽰を省
略できるものです。 

従前のとおり原料原産地表⽰を⾏ってく
ださい。 
・かつお削りぶしは従前から変更あり 
・おにぎりは新たに追加 

A6︓下記の記⼊欄のとおりです 

A6︓まとめ書きや分割など表⽰⽅法を⼯夫している 
ため、考え⽅がわかりません。 重量割合上位１位の考え⽅については、

Q6 の解説を確認してください。 

A5︓いいえ、「50％未満」です。 

A1︓はい。 

原材料及び添加物に占める重量の割合が最も⾼い（重量割合上位 1 位） 
⽣鮮⾷品（⽣鮮原材料）の重量割合が 50％以上ありますか︖ 

基準の別表 15 の 1 に掲げる加⼯⾷品（22 ⾷品群）ですか︖ 

A4︓はい、「22 ⾷品群」です。 

A2︓いいえ。 

A3︓いいえ。 

A4︓いいえ。 
A5︓はい、 
「50％以上」あります。 

対象原材料名（重量割合上位１位の原材料名）の記⼊欄︓ 
（原材料名に表⽰している名称で記⼊） 

A6︓確認した結果、左記の記⼊欄の 
とおりです 

⽣鮮⾷品（⽣鮮原材料）です。 

ステップ 1 

原料原産地表⽰の対象となる⾷品のため、表⽰すべき対象原材料を特定しましょう。 ステップ 2 

ここまでに確認した原材料（対象原材料）について、今後の１年間で当該原料原産地の国別の重量順位の変動の有無や産地切替えに応じた包材等の
切替え対応の可否、当該原材料の使⽤国数を確認しつつ、当該⾷品（製品）に適切な表⽰⽅法を⾒出しましょう。 ステップ 3 

国内で製造または加⼯した加⼯⾷品ですか︖ Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q5 

Q6 

Q7 

従前のとおり原料原産地表⽰を⾏ってく
ださい。 
（変更なし） 

加⼯⾷品（加⼯原材料）です。 
 

対象原材料が加⼯原材料である場合は、「製造地表⽰」となりますが、表⽰
⽅法の考え⽅は下記と同様です。詳細は、22〜25 ⾴を参照ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（パターンＣ） 

外国 3 か国以上 
 
 

→53 ⾴ 

（パターンＥ） 

国産+外国 3 か国以上
（国産と外国産の合計の間
で重量順位に変動あり） 

→57 ⾴ 

表⽰をしようとする時点（製造⽇）を含む今後の１年間に使⽤される予定の産地について、国別の重量順位の変動や産地切替えが⾏われる⾒込みが 
ありますか︖ 

産地の切替え等の度に、表⽰の切替え（包材の切替えやラベルシール対応）が可能ですか︖ 

対象原材料の産地別使⽤実績について次のいずれに該当しますか︖ 
①過去 3 年の産地別使⽤実績を把握した結果、過去実績からみて、今後の１年間に使⽤される予定の産地に

ついて、傾向が同じである 
②過去 3 年の産地別使⽤実績を把握した結果、過去実績と同様の傾向とならない 
③新製品であるが、既存の製品と原材料の管理を共通化している製品がある 
④新製品である（既存の製品と原材料の管理を共通化していない） 

＜原則＞ 
国別重量順表⽰★ 

■１か国の例 
ロシア（国名のみ） 
国産（国名＋産） 

■２か国の例 
国産、ロシア産（国名＋産） 
⽇本、ロシア（国名のみ） 
＜使⽤割合の⾼い順に表⽰＞ 

■３か国の例 
国産、ロシア産、チリ産 
＜使⽤割合の⾼い順に表⽰＞ 

製品に注意書きを表記するために必要となる「将来の⼀定期
間における使⽤計画」※を作成した上で、Ｑ11 に進んでく
ださい。 

※原材料の原産地として使⽤を計画している複数国に対す
る製造の開始⽇から１年間以内の産地別使⽤計画 

製品に注意書きを表記するために必要となる「過去の⼀定期
間における使⽤実績」※を作成した上で、Ｑ11 に進んでく
ださい。 

※表⽰をする時点（製造⽇）を含む１年間（製造年、製造年
度等）からさかのぼって３年以内の中での任意の１年以上
の実績 

今後の 1 年間に使⽤される予定の対象原材料の産地は、何か国ですか︖ 

（パターンＢ） 

国産＋外国 2 か国 
 
 

→52 ⾴ 

（パターンＡ） 

国産＋外国 1 か国 
⼜は外国 2 か国 
 

→51 ⾴ 

（パターンＤ） 

国産＋外国 3 か国以上
（国産と外国産の合計の間
で重量順位に変動なし） 

→55 ⾴ 

以下の表⽰⽅法から
選択が可能 

⼤括り表⽰ 

例︓輸⼊ 

⼜は表⽰★ 

例︓「ロシア産⼜はチリ産⼜
はアメリカ産」 

以下の表⽰⽅法 

⼜は表⽰★ 

例︓「ロシア産⼜は国産⼜
は中国産」 

以下の表⽰⽅法 

⼜は表⽰ 

例︓「ロシア産⼜は国産」 

■ ★印を付した表⽰⽅法において、原産国が３か国以上ある場合は、３か国⽬以降を「その他」と表⽰することができます。 
■「⼜は表⽰」の場合、使⽤割合が極めて少ない原材料（5％未満）については、原産地名の後ろに括弧を付して、「５％未満」などと表⽰する必要があります。 
■「⼜は表⽰」の中の「その他」については、「５％未満」などの表⽰は不要です。 

A8︓いいえ、 
１か国の使⽤なので、産地切替え等の⾒込みはありません。 
複数国の使⽤が⾒込まれますが、産地の重量順位の変動や産地切替えの⾒込みはありません。 

A9︓はい、 
表⽰の切替えは可能です。 

A10︓②④の場合 

A8︓はい、重量順位の変動や産地切替えが⾒込まれます。 

A9︓いいえ、できません。 

A10︓①③の場合 

上記の「⼜は表⽰」、「⼤括り表⽰」、「⼤括り表⽰+⼜は表⽰」には 上記     で作成した使⽤実績 
⼜は使⽤計画に基づく表⽰が求められるため、これらの根拠は⼀定期間の保管が求められます。（10 ⾴参照） 

A10 

以下の表⽰⽅法から
選択が可能 

⼜は表⽰★ 

例︓「ロシア産⼜は国産⼜は
チリ産⼜はアメリカ産」 

⼤括り表⽰ 

例︓輸⼊、国産 

以下の表⽰⽅法から
選択が可能 

⼤括り表⽰+⼜は表⽰ 

例︓輸⼊⼜は国産 

⼜は表⽰★ 

例︓「ロシア産⼜は国産⼜は
チリ産⼜はアメリカ産」 

今後の 1 年間に使⽤される予定の対象原材料をどのように表⽰すればよいですか︖ 

ここまでに確認した原材料（対象原材料）について、今後の１年間で当該原料原産地の国別の重量順位の変動の有無や産地切替えに応じた包材等の
切替え対応の可否、当該原材料の使⽤国数を確認しつつ、当該⾷品（製品）に適切な表⽰⽅法を⾒出しましょう。 

ステップ 3 

（再掲） 

Q8 

Q9 

Q10 

Q11 

Q12 

2 か国 3 か国以上 


